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予防接種後副反応疑い報告の提出方法の変更について 

 

今般、厚生労働省より各都道府県等衛生主管部（局）宛標記の事務連絡がなされ、本会に対して

も周知協力方依頼がありました。 

先般、厚生労働省の審議会において、沈降精製５種（百日せき、ジフテリア、破傷風、不活化ポ

リオ、ヘモフィルスｂ型）混合ワクチン及び沈降 15 価肺炎球菌結合型ワクチンの使用並びに新型

コロナウイルス感染症に係る予防接種が予防接種法の定期の予防接種に位置づけることが了承さ

れました。 

本事務連絡は、これに併せて、病院若しくは診療所の開設者又は医師が行う定期の予防接種等を

受けたことによるものと疑われる症状の報告の基準（副反応疑い報告基準）の変更についても了承

されたことを踏まえ、令和６年４月１日以降の同報告に係る留意事項を連絡するのものです。 

概要は下記のとおりです。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会及び関係医療機

関に対する周知協力方、ご高配のほどお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

○新型コロナワクチン予防接種に関する副反応疑い報告を受け付ける専用 FAX 番号は廃止される

こと。 

 

○今後、新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告については、独立行政法人医薬

品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」（下記 URL参照）にて報告を行うこ

と。 

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html  

 

○電子報告が困難な場合においては、予防接種の種類に関わらず FAX（下記番号参照）でも報告を

受け付けること。 

0120-176-146 

 
（参考） 

第 55 回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 資料: 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html  

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html


 

事 務 連 絡 

令和６年３月 22 日 

 

公益社団法人日本医師会 御中 

 

厚生労働省健康・生活衛生局 

感染症対策部予防接種課 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局  

医 薬 安 全 対 策 課  

 

 

予防接種後副反応疑い報告の提出方法の変更について 

 

 

予防接種行政の推進につきましては、平素より多大な御理解と御協力を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

今般、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、５種混合ワクチ

ン、小児に対する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンが定期接種に位置

づけられ、副反応疑い報告の基準の変更についても決定されたところです。こ

れに伴い、令和６年４月１日からの予防接種後の副反応疑い報告の提出方法の

留意点について、別添写しのとおり、各都道府県に周知いたしましたので、ご

了知のほどよろしくお願いいたします。 



 

事 務 連 絡 

令和６年３月 22 日 

 

各都道府県衛生主管部（局）御中 

 

厚生労働省健康・生活衛生局 

感染症対策部予防接種課 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局  

医 薬 安 全 対 策 課  

 

 

 

予防接種後副反応疑い報告の提出方法の変更について 

 

 

 

今般、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、５種混合ワクチン、小児に対

する肺炎球菌ワクチン及び新型コロナワクチンが定期接種に位置づけられ、副反応疑い報告

の基準の変更についても決定されたところです。これに伴い、令和６年４月１日から、予防

接種後の副反応疑い報告の提出方法について下記の通り留意いただきたいので、都道府県に

おいては、管内の市町村及び関係機関等に対し周知をお願いします。 

 

 

記 

 

 

○ 新型コロナワクチン予防接種に関する副反応疑い報告を受け付ける専用 FAX 番号は廃止

されること。 

○ 今後、新型コロナワクチンを含め、予防接種後の副反応疑い報告については、独立行政

法人医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」 

（URL：https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html）にて報告を行うこと

（別添１）。 

○ 電子報告が困難な場合においては、予防接種の種類に関わらず FAX（FAX 番号：0120-

176-146）でも報告を受け付けること。 

 

 

以上 
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